
自然科学研究機構基礎生物学研究所規則 

 

平成１６年４月１日 

基研規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則（平成１６年

自機通則第１号。以下「通則」という。）第１６条の規定に基づき，自然科学研究機構基

礎生物学研究所（以下「研究所」という。）の内部組織について定めるものである。 

（研究部門） 

第２条 通則第３７条第１項の規定により，研究所に次の表に掲げる研究部門を置く。 

研究部門の名称 

（研究部門） 

・細胞動態研究部門 

・クロマチン制御研究部門 

・生殖細胞研究部門 

・初期発生研究部門 

・神経行動学研究部門 

・生物進化研究部門 

・共生システム研究部門 

・進化発生研究部門 

・環境光生物学研究部門 

・植物環境応答研究部門 

・光物理生物学研究部門 

備考 

（研究施設） 

第３条 通則第３７条第２項に定める研究施設の組織及び運営については，研究所長が別

に定める。 

（研究室及び研究ユニット） 

第４条 通則第３７条第３項の規定により，研究所に次の表に掲げる研究室及び研究ユニ

ットを置く。 

研究室及び研究ユニットの名称 

（研究室） 

・進化ゲノミクス研究室 

・バイオリソース研究室 

・細胞活力制御研究室 

・神経細胞生物学研究室 

・幹細胞生物学研究室 

・オルガネラ制御研究室 

・神経生理学研究室 

・ゲノム情報研究室 

・時空間制御研究室 

 

（研究ユニット） 



・分野横断研究ユニット 

（研究主幹） 

第５条 通則第３６条に規定する研究所に置かれる主幹は，次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 第一研究主幹 

二 第二研究主幹 

三 第三研究主幹 

四 第四研究主幹 

五 第五研究主幹 

（教授会議） 

第６条 研究所の研究及び運営に関する事項について研究所長を補佐するため，基礎生物

学研究所教授会議を置く。 

２ 基礎生物学研究所教授会議の組織運営に関し必要な事項は，研究所長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年基研規則第１５号） 

この規則は，平成１６年８月１日から施行する。 

附 則（平成１７年基研規則第１号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年基研規則第１号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年基研規則第９号） 

この規則は，平成２０年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年基研規則第１号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年基研規則第２号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年基研規則第３号） 

この規則は，平成２６年２月１日から施行する。 

附 則（平成２６年基研規則第３号） 

この規則は，平成２７年２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年基研規則第２号） 

この規則は，平成２７年６月１日から施行する。 

附 則（平成２８年基研規則第１号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年基研規則第６号） 

この規則は，平成２８年１０月１日から施行する。 
附 則（平成３０年基研規則第１号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
附 則（平成３０年基研規則第４号） 

この規則は，平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年基研規則第２号） 

この規則は，令和元年１１月１日から施行する。 

附 則（令和４年基研規則第１号） 



この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年基研規則第１号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年基研規則第１号） 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 


